令和６年度千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、令和６年度千葉市所有型企業立地促進事業補助金交付要綱（以下「所有要綱」という。）及び令和６年度千葉市累積投資型企業立地促進事業補助金交付要綱（以下「累積要綱」という。）に基づく事業計画認定を受けた事業者が、本市の区域内に新たな施設立地や計画的な投資を行い、カーボンニュートラルに資する設備整備を実施するに当たり、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、補助金を交付することを目的とするものである。
（定義）
第２条　この要綱における用語の意義は、所有要綱及び累積要綱の例による。
（補助事業者）

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、この要綱の施行日以降において、カーボンニュートラルに資する設備の整備計画について、所有要綱第１７条若しくは累積要綱第９条の申請を行い、所有要綱第１８条若しくは累積要綱第１０条の規定による事業計画認定（以下「事業計画認定」）を受けた者、又は所有要綱第１９条若しくは累積要綱第１１条の申請を行い所有要綱第２０条若しくは累積要綱第１２条の規定による事業計画変更承認（以下「事業計画変更承認」）を受けた者とする。
２　補助事業者は、補助事業を行い、かつ、次に掲げる要件をすべて満たし、所有要綱第１７条又は累積要綱第９条の規定による申請を行う時点において設立後３年以上経過している企業とする。ただし、当該申請を行う時点で設立後３年以上経過していない場合であっても、市長が特に認めるときは、補助事業者とするものとする。
（１）本市税について、適正に申告し、及び納付していること。ただし、本市の区域内において事業所を有していない場合は、所得税（法人税）について適正に申告し、納付していること。
（２）事業に必要な事項について届出し、又は許認可等を受けていること。
（３）本市による経済関係の調査等に積極的に協力すること。
３　施設を所有する企業と操業する企業が異なるものの、これらの企業が関連企業と認められる場合は、施設を所有する企業を補助事業者とすることができる。
４　家屋及び償却資産を所有する企業が異なり、かつ、これらの企業が互いに関連企業等と認められる場合は、それぞれを補助事業者とすることができる。この場合において、この要綱に基づく申請等は、すべての補助事業者の連名により行わなければならない。

５　前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者に該当しないものとし、補助対象年度終了までの間に新たに次の各号のいずれかに該当した者は、将来にわたり補助事業者の資格を失うものとする。
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）がその事業活動を支配する者
（２）代表者又は役員が暴力団員である者
（３）暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に係る者
（５）宗教活動又は政治活動を目的とする者
（６）公序良俗に反する等、市長が不適当と認める者
　（補助対象）
第４条　補助金の対象（以下「補助対象」という。）は、所有要綱第２５条に基づく固定資産税及び都市計画税に対する補助金の交付の申請又は累積要綱第１７条に基づく補助金の交付の申請（以下「補助金交付申請」という。）の対象となる償却資産であり、かつ、カーボンニュートラルに資するものとして、以下の各号に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。
（１）経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」及び「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の補助金執行団体が、当該補助事業に係る補助対象設備として、当該団体のホームページ等で公表する設備等。
（２）国及び地方公共団体等が実施する、各種カーボンニュートラル対策にかかる認証基準を満たしていると確認することができ、特に市長が認めた設備等。
２　補助事業者が事業計画認定又は事業計画変更承認を受けて新たに整備する家屋及び償却資産が、大きな脱炭素の効果が期待できる先進的なものであり、特に市長が認める場合は、前項の規定に関わらず、当該設備等についても補助対象として扱うことができる。
　（補助金の内容）
	補助金の額
	補助金限度額
	補助金の期間等

	補助対象に係る固定資産税・都市計画税の合計に２分の１を乗じた額（新港地区においては補助対象に係る固定資産税・都市計画税の合計に相当する額）
	事業計画認定又は事業計画変更承認を受けた事業計画ごとに１，０００万円
	事業計画認定又は事業計画変更承認に基づく補助金交付申請を行う年度。（以下「補助対象期間」という。）ただし、１つの補助対象に対する交付は１回までとする。


第５条　補助金の内容は次の表に定めるとおりとする。
２　前項の規定に関わらず、補助事業者が新たに整備する設備等が、本社、研究開発施設等、企業にとって重要かつ中核となる施設であり、かつ、市長が本市経済の活性化に特に大きく寄与すると認める場合にあっては、補助金の額、補助金限度額、補助金の期間等を別に定めることができる。
（交付の申請）
第６条　所有要綱第２３条による操業開始届を提出した補助事業者は、規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、補助対象期間の属する年度の５月３１日までに千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。
２　累積要綱第１５条による操業開始届を提出し、累積要綱第１６条の規定による通知により累積要綱第７条に規定する要件をすべて満たした補助事業者は規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、補助対象期間の属する年度の５月３１日まで（ただし、補助対象期間初年度にあっては７月３１日まで）に千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。
（交付の審査・条件）
第７条　市長は前条の規定による交付の申請があったときは、提出書類等により、以下の各号に掲げる項目を審査するものとする。
（１）第３条の規定による要件を満たしていること。
（２）所有要綱第１８条又は累積要綱第１０条の規定による認定を受けていること。
（３）必要に応じて所有要綱第２０条又は累積要綱第１２条の規定による承認を受けていること。

（４）補助対象を有する施設が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第７項及び千葉市市税条例（昭和４９年条例第６号）第１５条第３項の規定により申告された事業所であること。
（５）補助対象を有する施設が、雇用保険法その他関連法規等の規定を遵守し、適切に手続きを行っていること。
（６）前各号に掲げるもののほか、規則及び要綱に基づく申請等（過年度におけるものを含む。）を適正に行っていること。
（７）市長が必要と認めるときは、前条の申請に係る関係書類の提出を求め、又は現地調査等により、その内容に関し調査を行うことができるものとする。

２　規則第５条の規定により付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。
（１）補助事業等の内容、交付申請額の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ、市長の承認を受けること。
（３）補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、市長に報告し、その指示を受けること。
（４）補助対象となる固定資産について、第１５条の規定を遵守すること。
　（交付決定通知）
第８条　市長は、前条の規定による審査によりその要件を満たすと認めるときは、速やかに千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者へ通知するものとする。
２　市長は、審査の結果、補助金を交付しないと決定しない決定をしたときは、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者へ通知するものとする。
（変更の交付申請等）

第９条　規則第５条第１号の規定による承認を受けようとするとき、及び補助金の変更交付の申請をしようとするときは千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金変更交付申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

２　市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定し、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。
（中止等の承認申請書）
第１０条　補助事業者は、第７条第２項第２号の規定による承認を受けようとするときは、あらかじめ千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の申請書により内容を確認し、事業の中止又は廃止を承認したときは、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。

（承継）
第１１条　補助金の交付期間中に、他の企業との合併、分割その他の事由により施設を所有する補助事業者に変更が生じた場合は、当該事由により施設を所有することとなる者が第３条第２項から第５項に規定する補助事業者の要件をすべて満たすときに限り、当該補助事業者の地位を承継するものとする。
２　前項の規定により補助事業者の地位を承継した企業は、速やかに千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助事業者変更届出書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。

（実績報告）
第１２条　補助事業者は、規則第１２条の規定により報告しようとするときは、補助対象に係る当該年度に賦課される固定資産税及び都市計画税について、補助対象期間に属する年度の３月３１日までに千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金実績報告書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める理由があるときは、この限りでない。
（額の確定）
第１３条　市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、規則第１３条の規定により交付すべき補助金の額を確定しようとするときは、現地調査を行うものとする。ただし、交付の申請から額の確定までの間において、当該報告の内容が補助事業の要件等に適合する旨の確認がなされている場合は、この限りではない。
２　規則第１３条の規定による通知は、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金額確定通知書（様式第１０号）により、速やかに行うものとする。

（交付の請求）
第１４条　補助事業者が補助金の交付の請求をしようとするときは、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。
２　前項に基づく交付の請求は、前条に基づく額の確定の通知を受けた上でなければ行うことができないものとする。
（財産の処分の制限）
第１５条　補助事業者は、補助対象となった固定資産について、市長の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が事業資金の調達のために金融機関等に対し担保に供することについてはこの限りではない。また、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、次に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過した場合は、この限りではない。
（１）家屋　取得の日から１０年間
（２）償却資産　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数。ただし、当該耐用年数が１０年間を超える場合は１０年間とする。

（交付の取消等）

第１６条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により、その決定の全部又は一部を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を千葉市カーボンニュートラル特例奨励補助金返還請求書（様式第１３号）により命ずることができる。
（１）前条の規定に違反したとき。
（２）補助対象年度の固定資産税・都市計画税を減額する更正を受けたとき。
（３）市税、使用料その他公課を滞納したとき。
（４）事業所の操業に際し、重大な法令違反等があったことが明らかになったとき。
（５）第３条第５項に規定する事項のいずれかに該当したとき。
（６）その他市長が補助措置を講ずること又は講じたことが不適当と認めるとき。
（関係部署との連携）
第１７条　市長は、補助金の交付を適正に行うために、必要な事項について関係部署に情報の提供及び協力を求めることができる。
（補助金の経理）
第１８条　この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る経理について明確にした帳簿書類を整備保管し、最後に補助の対象となった固定資産を取得した日から起算して１０年間保存しなければならない。

（補則）
第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附　則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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